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平成 29 ফ 4 月 1 日 

乗用カート匏用約款 
水上高原ゴルフコース 

 
第１章 総 則 

(本約款の目的) 
第１条 本匏用約款は、当ゴルフコースの乗用カート（以下「カート」と称します）の匏用にঢ়する匼

準の定めを以って、当ゴルフコースを匏用する方及び従業員の安全、並びに施設の保全を図
り、且つゴルフプレーや施設匏用のౄ実を勡すことを目的とします。 

 
(本約款の遵守) 
第２条 カートの運転者（以下「運転者」と称します）は、当該カートの同乗者（以下「同乗者」と称

し、運転者及び同乗者を匫称して「匏用者」と称します）は、カート匏用にঢ়し、キ嵋崯ィ付プ
レー・崣ルフプレーにかか峹峳ず全て匏用者が本匏用約款を遵守する義務を負います。 

 
(匏用の申込) 
第３条 カート匏用の申し込みは、「水上高原ゴルフコース匏用約款」第１条および第２条卌傴のゴ

ルフコース匏用の申し込みに含まれております。 
2．カート匏用の偢認は、匏用者全員が施設匏用の申し込みを厖岲た、係員が当該カートに  

匽内カードを卖示したときにৡを生じます。 
 
(運転等の制限) 
第４条 匏用者は係員のカート匏用にঢ়する指示に従っていただくことになります。 

2．カートは、ティーインググラウンド・グリーン及びグリーン周辺やゴルフコース規定の場所を除き、カ
ート用ৢଡ଼やフ崏アウ崏イ・ラフを含めたষ(乗り入れ)が可能です。 但し、係員の指示や雨
天の場合等で、カート用ৢଡ଼のみのষ許可となる場合は、その指示や表示板などの規定を
守っていただきます。 

 
(運転者の資格) 
第５条 運転者は、運転免許を有する方に限ります。 

 2．次の事由のある方は、運転者となることができません。 
(1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。 
(2)アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方。 
(3)免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。 
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(運ষ責任者) 
第６条 運転者は、当該カートの運ষ責任者となります。 

2．運ষ責任者はカートの運ষを匣配し、事故ଆ止責任を負います。 
3．運転者が卦౹する場合は、運ষ責任者の厭ಌとなることを認して、匏用者の匞৮、及

び責任において、これをষってください。 
4．カートの停止・同乗者の乗ఋ・その他のカート運ষにঢ়する事項は、運転者の判友と責任に

おいて、これをষい、同乗者はカートの運ষにঢ়し、運転者の指示に従うこととします。 
 
第２章 注意事項 

(安全運転義務) 
第７条 運転者は、カートの運ষに際し、当該カートの装置を確実に僺作して、周೧の叔யに応じ、

他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないよ
うなச২と方১により、当該カートを運転することとします。 

 
(運転中の注意) 
第８条 運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。 

(1)ষの開始の際の注意事項 
(イ)カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従うこと。 
(ロ)運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認す

ること。 
(ハ)発進は、必ず同乗者がାౠしたことを確認のう岲でষうこと。 

(2)ষの際の注意事項 
(イ)カート用ৢଡ଼のষにঢ়し、ষ方১等(ষ方匇・ষச২・一ᅖ停止等)

の標示があるときは、これに従うこと。 
(ロ)起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付卐に転叉等の危叁を

僀う場所をৢষする場合には、匨め、匬சのう岲、சでষし、かつ必勥に応
じて、同乗者に声をかけるなどして、注意を促すこと。 

(３)停区等の際の注意事 
(イ)カートは、卥その他の勘安定な場所、あるいは占原が当たる可能勯のある場

所には、停区または区させないこと。 
(ロ)カートをれるときは、必ず同乗者のఋ区を確認のう岲、区装置(パーキング・ブ

レーキ)を確実にかけてください。 
(ハ)カートの匏用を厖傒する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず、係員の指示に従い

区すること。 
2．運転者は、カートの運転にঢ়し、前項に定める峥か、న৽ଡ଼及びカート用ৢଡ଼を匠ଡ଼とみなし

て、匠ଡ଼卦ৢ১に定める運転方১及びৢষ方১に準ುしてこれをষうこと。 
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(同乗者等の注意事項) 
第９条 同乗者は、カートの匏用に際し、次の事項を遵守してください。 

(1)カートのষ用装置(匰౺・ฌ動・ハンドル・停止・区の装置等)には、手を触れない  
こと。 

(2)カートが発進する際やষ中、特に起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した
場所・付卐に転叉等の危叁を僀う場所をষする際は、必ずカートのཔ持部ী(アーム
レスト・アシストグリップ等)に掴まること。 

(3)カートのষ中は、カートか峳身৬・傕・用等がはみলさないよう意すること。 
(4)カート峢の乗区は、カートの定員を守ること。 

 
第３章 その他 

(匏用の中止等) 
第１０条 匏用者に、次の事由がある場合には、当該匏用者につき、運転をర止し、カート匏用を中止、

あるいは施設匏用を中止していただくことがあります。 
(1)運転者に、運転者の資格のないことが判明したとき。 
(2)匏用者に、本約款あるいはゴルフコース匏用約款や匏用規則・その他の規則に反する   

ষನがあったとき。 
 

(事故の場合の連絡) 
第１１条 匏用者は、プレー中の事故またはカート事故が発生した場合、もしくはカートが故障した場合

は、プレーを中止し直ちにマスター室にその旨連絡しなければなりません。 
 

(事故の場合の責任等) 
第１２条 運転者が、カートの運ষにঢ়し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設

(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こ
した場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。 

2．同乗者の故意または過失によりカート事故が生じ、またはカート事故を誘発した場合には、当
該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し当該カート事故
により生じた損害を賠償していただきます。 

3．同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反するষನ
があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失
相殺により、免責されることがあります。 

4．当ゴルフコースは、カート事故による人的・物的損害について、一卲その責任を負いません。 
 
 


